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北海道の死亡野鳥で
A型インフルエンザウイルス

簡易検査陽性

岐阜県中央家畜保健衛生所

〒501-1112  岐阜市柳戸1-1

TEL 058－201－0530
  時間外・夜間・休日は

      090-7024-5269

飼養衛生管理基準を遵守し
ウイルス侵入防止対策の徹底を！

⚫ 異状の早期発見・早期通報！

⚫ 畜舎、防鳥ネットなどの破損は即刻修繕！
⚫ 人・車両の出入りは厳重に管理！ 
⚫ 衛生管理区域、鶏舎周囲に消石灰散布！

【詳細情報】

場所：北海道乙部町
経緯：
９月３０日(月) 死亡野鳥（ハヤブサ）１羽を回収
１０月１日(火) 簡易検査でA型鳥インフルエンザ

  ウイルス陽性反応を確認

※本事例は、今シーズンで１例目の、野鳥における高病原性鳥インフルエンザ

発生が疑われる事例です。今後、遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザ

であるか否かが確認されます。



自己点検結果報告や毎年の定期報告の

電子申請が可能になります！

・過去の履歴を引用して
報告書の作成ができます

電子申請を行うには、
農林水産省共通申請サービス（eMAFF）での
ID取得が必要です。

・インターネット環境があれば、
パソコンなどから提出できます

※ 従来通り、郵送、FAX、メール等での報告もOKです！

詳しくは …
https://e.maff.go.jp/Inquiry 
あるいは左の二次元コードから
専用ページにアクセスしてください。

岐阜県中央家畜保健衛生所
〒501-1112 岐阜市柳戸１－１ E-mail：c24502@pref.gifu.lg.jp

TEL ： ０５８－２０１－０５３０ FAX：０５８－２０１－０５３１

電子申請をご希望の方は、申請手続き前に下記までお知らせください

https://e.maff.go.jp/Inquiry
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